
資源管理目標や漁獲シナリオ等を
資源管理基本方針に盛り込み、水
産政策審議会への諮問・答申を経
て決定し、新たな資源管理を開始

優先的に検討を開始することとしたマサバ、ゴマサバ、スケトウ
ダラ、ホッケについて、水研機構が取りまとめた、①資源状況、
②管理目標案、③漁獲シナリオ案等、を公表

改正漁業法成⽴後の流れ

その他の現行TAC魚種
等についても、順次資
源評価結果を公表し、
新たな資源管理の実施
に向け、検討を開始

１ 資源の現状と資源管理目標案

• 水研機構から、取りまとめ結果を説明。

２ 漁獲シナリオ案

• 水研機構から、提示した複数の漁獲シナリオを説明。

• 追加シナリオの計算を研究機関に依頼。

※具体的な管理については、第２回検討会で議論。

※※第２回検討会の日程については、今回宿題となった事項の
作業状況を考慮しつつ、開催の約３週間前を目途に発表。

会合の場以外にも、
水産庁及び水研機構
から要望に応じ説明、
意見交換を実施。

サバ類の資源管理方針に関する検討会（７～８月）

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（TAC法）
を漁業法に統合 ※法律の施行は公布日から２年以内

改正漁業法の公布（２０１８年１２月）

漁業法改正にかかる政省令のパブリックコメントを１１
/８より開始 ※政省令の施行は改正漁業法の施行と同時

政省令のパブリックコメント（２０１９年１１月）

「法制度関係」 「資源管理関係」

資源評価結果を公表（２０１９年６月）

管理開始

改正漁業法施行 資源管理基本方針策定

※法律の施行は公布日から２年以内

資源管理基本方針案の提示

• パブリックコメント
• 水産政策審議会への

諮問・答申
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資源管理の流れ（特定⽔産資源の場合）

【 資源評価 】

（研究機関）

【 資源調査 】

（行政機関／研究機関／漁業者）

○操業・漁場環境情報の収集強化

• 操業場所・時期
• 魚群反応、水温、塩分等

○調査船による調査

• 海洋観測（水温・塩分・海流等）
• 仔稚魚調査（資源の発生状況等）等

○海洋環境と資源変動の関係解明

• 最新の技術を活用した、生産力の基
礎となるプランクトンの発生状況把握

• 海洋環境と資源変動の因果関係解明
に向けた解析

○資源管理目標等の検討材料（設定・更新時）

【 資源管理目標 】

（行政機関）

○TAC管理の下での操業

○水揚げ

【 操業（データ収集） 】

（漁業者）

○漁獲・水揚げ情報の収集

• 漁獲情報（漁獲量、努力量等）
• 漁獲物の測定（体長・体重組成等）

1. 資源管理目標の案

2. 目標とする資源水準までの達成期間、
毎年の資源量や漁獲量等の推移
（複数の漁獲シナリオ案を提示）

○資源評価結果（毎年）

• 資源量
• 漁獲の強さ
• 神戸チャート（※） など

※ 資源水準と漁獲圧力について、最大持続生産量を達成する水
準と比較した形で過去から現在までの推移を表示したもの

関係者に説明

1. ①最大持続生産量を達成する資源水準
の値（目標管理基準値）

②乱かくを未然に防止するための値
（限界管理基準値）

2. その他の目標となる値（1.を定めること
ができないとき）

【 漁獲管理規則（漁獲シナリオ） 】

（行政機関）

【 TAC・IQ 】

（行政機関）

関係者の意見を聴く

関係者の意見を聴く

• TACは資源量と漁獲シナリオから研究
機関が算定したABCの範囲内で設定

• TACによる管理は、準備が整った区分
からIQにより実施

• 漁船からのリアルタイム情報収集
• 魚群探知情報を活用した資源量把握

• 市場水揚げ情報の迅速な収集体制の整備

行政機関から独立して実施
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